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急速に進行する少子高齢化を背景に、こどもを取り巻く環境が大きく変化しており、これらの

変化に対応すべく、子育て支援の充実や環境整備が重要であり、一歩踏み込んだ取り組みが行政

に求められているところです。 

現行の計画が令和６年度をもって計画期間が終了することを機に、これまでの取り組みを引き

継ぎ、本町の子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指すことを目的に子ども・子育て支援

に向けた取り組みをさらに推進していくため、令和７年度から令和11年度を計画期間として「羽

幌町子ども・子育て支援事業計画（第３期）」を策定しました。 

近年、国において子ども・子育て支援制度の拡充が進められており、保育の受け皿拡充や幼児

教育・保育の無償化など、子育て環境の向上が図られています。特に、令和５年に設置されたこ

ども家庭庁において、こどもと家庭を中心に据えた施策を推進しており、本町としても、こども

家庭庁の方針に沿いながら、地域の実情に即した支援策を展開してまいります。 

少子化が進む現代において、こどもたちの健やかな成長を支え、安心して子育てができる環境

を整えることは、私たちの重要な使命です。本計画では、子育て支援の充実、保育環境の整備、

地域全体でこどもを育むための仕組みづくりに重点を置き、未来を担うこどもたちが希望に満ち

た毎日を過ごせるよう取り組んでまいります。 

また、本町の子育て支援は、行政だけではなく、地域の皆様のご協力なくしては成り立ちませ

ん。こどもたちの成長を社会全体で見守り、支えていくことができる町を目指し、引き続き皆様

のご理解とご協力をお願いいたします。 

本計画が、町民の皆様にとってより良い子育て環境の実現に寄与し、こどもたちの笑顔あふれ

る未来へとつながることを心より願っております。 

こどもの健やかな成長と子育てを支える社会の仕組みは、一人ひとりの子どもや保護者の幸せ

に繋がることはもとより、本町の将来にとってかけがえのない重要な要素であると考えます。こ

どもたちのすべてが、健やかに成長し続けるためにも、子育て支援を地域が一体となりながら取

り組んでいきたいと考えています。 

すべての町民のみなさまのご理解、ご支援とご協力を心からお願いいたします。 

 

令和７年３月 
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１ 計画策定の趣旨 

 

子どもの育ちや子育てをめぐる状況は厳しく、結婚や出産をあきらめる人々や、悩みや不安を

抱えながら子育てをしている人々が多数います。 

一方、親自身は、周囲の様々な影響を受けながら、実際に子育てを経験することを通じて、親

としての成長が育まれていきます。くわえて、子育てに取り組むすべての家庭を対象に、「親育ち」

を支援することも必要なことです。 

このような多様な状況を踏まえながら、行政にいま求められているのは、子ども・子育て支援

の質・量の充実とともに、家庭、学校、地域、職域などと一体になりながら、子ども・子育て支

援の重要性に関心・理解をより深め、子どもを産み育てるという希望を支え、すべての子どもが

健やかに成長できる社会の実現を目指すことです。 

羽幌町においても少子化問題は重要な課題であり、家庭における子育てを基本として、次代を担

う子どもたちが健やかに育ち、子どもを持ちたいと思う人が安心して子どもを産み育てることが

できるような環境づくりが期待されます。 

本計画は、本町を担う子ども達が健やかに育つ環境づくりを進めるために、行政、家庭、地域、

企業、学校など社会全体が協力して子育て支援に取り組むための指針となるものです。 

以上のような子育てを取り巻く背景などを踏まえて、「羽幌町子ども・子育て支援事業計画」（平

成 27 年度～令和元年度）」、第 2 期計画（令和 2 年度～令和 6 年度）を策定し、子ども・子育

て支援にむけた施策を推進してきました。 

令和５年１２月に閣議決定された「こども未来戦略」では、「若者・子育て世代の所得を増やす」、

「社会全体の構造や意識を変える」、「すべてのこどもと子育て世帯をライフステージに応じて切

れ目なく支援する」の３つを基本理念として掲げ、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰も

がこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指す

こととしています。 

近年、総人口の減少、少子高齢化、出生数、合計特殊出生率の長期にわたる減少、核家族化の

進行、子どもの貧困問題など、子どもと子育て家庭を取り巻く環境は変化しており、子育てを地

域社会全体で支援していくことが必要となっています。 

 本町の「第２期羽幌町子ども・子育て支援事業計画」が令和６年度で計画期間満了を迎えるこ

とから、社会環境の変化や本町の子育てを取り巻く現状、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、

子育て支援の取組を推進するため「第３期羽幌町子ども・子育て支援事業計画」を策定いたしま

す。 

  

 

 

 

第 1 章 計画の策定にあたって 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づき、羽幌町の子どもと子育て家庭を対

象として、羽幌町が今後進めていく施策の方向性や目標等を定めたものです。 

また、社会全体で子ども・子育て・親育ちを支援していくため、新たな仕組みを構築し、「質の

高い教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・子育て支援の充実」

をめざすものです。 

策定にあたっては、子ども・子育て支援法をはじめ、子どもと子育て家庭に関わる施策、また、

様々な分野の取り組みを総合的かつ計画的に展開することで、上位計画や関連計画と整合性を持

ったものとして定めています。 

また、本計画は、次世代育成支援対策推進法第８条の規定に基づく「市町村行動計画」を含む

ものとします。 

 

■子どもの対象範囲について 

０

歳 
０歳 

１

歳 
１～５歳 

６

歳 
６～11 歳 

12

歳 
12～17 歳 

18

歳 

 乳児期  幼児期  学童期 
※学校教育を除く 

放課後 

 養育支援事業

のみ一部対象 

 

子ども・子育て支援法(中心対象年齢) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども·子育て関連 3 法 

◎子ども・子育て支援法 

◎認定こども園法 

◎関連整備法 

■根拠法令 

障がい者福祉計画 

まち・ひと・しごと創生総合戦略        など 

■関連計画 

整合 

 

羽幌町 

子ども·子育て支援事業計画 

整合 

■上位計画 
 

羽幌町総合振興計画ほっとプラン 
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３ 計画期間 

○法の施行の日から５年を１期として作成します。 

○本計画は、令和７年度から令和 11 年度までの５年間を計画期間とします。 

 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

   

 

    

 

４ 計画の策定体制 

 ■子ども子育て会議の設置 

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法第 7２条第１項に基づき「羽幌町就学前子

育て支援審議会」（以下「就学前子育て支援審議会」という。）を設置し、計画内容、事業運営、

施策推進に関する事項についての協議を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の策定 計画期間 

意見 

反映 

調整・連携 運営事務 

羽幌町（計画決定・実行機関） 

 
就学前子育て 

支援審議会 

（審議等機関） 

 

福祉課 

（事務局機能） 

 

町民アンケート 

小学生アンケート 

関連団体ヒアリング 

等 

庁内関連部署 

報告 
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１ 人口・世帯・人口動態等 

（１）人口の推移（出典：国勢調査） 

○平成 12 年以降減少にあります。 

○平成 12 年から令和２年までの 20 年間で、年少人口は約 550 人、生産年齢人口は約

2,580 人減少しています。 

○老年人口は20年間で約320人増加。全体に占める割合は約16ポイント増加しており、

少子高齢化が進んでいます。 

 

 

 

第２章 羽幌町の子ども・子育てを取り巻く環境 
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（２）自然動態・社会動態（出典：町勢要覧） 

○社会動態（転入-転出）は、平成 26 年以降、マイナスで推移しており、人口減少の主な

要因となっています。 

○自然動態（出生－死亡）は、平成 26 年以降、マイナスで推移しており、人口減少を加速

させています。 

 

 

 

 

（３）将来の人口推計（出典：人口動態研究所） 

○令和 32 年(西暦 2050 年)には、約 3,000 人まで減少すると推計されています。 

○年少人口も 30 年間で約 400 人減少すると見込まれています。 

 

 

  

■自然動態・社会動態の推移 

■年齢 3 区分別人口の将来推計 

 

■年齢 3 区分別人口の将来推計の割合 
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（４）世帯の状況（出典：国勢調査） 

○世帯数は年々減少しており、平成 12 年から 20 年間で約 710 世帯減少しています。 

○1 世帯あたり人員も減少し続け、核家族化が進展しています。 

○核家族のうち、「夫婦のみ」「男親と子ども」「女親と子ども」世帯が増加、「夫婦と子ども」

の割合は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■世帯数および 1 世帯あたり人員の推移 

■核家族世帯の構成比 
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（５）出生の状況（出典：住民基本台帳、合計特殊出生率は健康支援課保健係で算出 )  

○出生数は年度によりばらつきがありますが、平成 27 年度の 54 人をピークとして、令和

３年度以降は概ね 20 人前後で推移しています。 

○合計特殊出生率は平成 30 年度をピークに減少しています。 

 

 

（６）婚姻・離婚の状況（出典：町勢要覧） 

○婚姻数は、令和元年をピークとして減少していましたが、令和 5 年は増加しております。 

○離婚数、離婚率は令和 4 年まで減少傾向にありましたが、令和 5 年は増加しております。 

 

 

 

 

 

 

■離婚数・離婚率推移 ■婚姻数・婚姻率推移 

（人） （％） 
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（７）就労の状況（出典：国勢調査） 

○女性の 20 歳以上の労働力率が上昇しています。労働力率が 20 歳前半までは上昇し、

25～34 歳の年齢層で低下する、いわゆる「Ｍ字カーブ」が緩やかになっています。 

○男性は「正規職員・従業員」、女性は「パート・アルバイト・その他」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

■年齢別労働力率（M字カーブ）の推移 

■従業上の地位別従業者数の割合 
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２ 教育・保育施設の状況 

（１）利用児童数の推移 

○保育園（認定こども園保育部門含む）利用児童数は令和元年以降増加しており、幼稚園（認

定こども園教育部門含む）利用児童数は平成 29 年以降減少しています。 

○全体では、平成 27 年以降減少傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）幼稚園の利用状況 

○利用者数は平成 29 年から減少しています。 

○令和５年になり急激に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■保育園、幼稚園、認定こども園の利用児童数の推移 

■幼稚園の利用者数の推移 
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（３）認定こども園の利用状況 

 ○認定こども園（教育部門）は近年減少傾向にあります。 

 ○認定こども園（保育部門）は平成２９年から増加し、令和２年以降は７０人台で推移してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）認可外保育施設の利用状況 

認可外保育施設とは、保育を行うことを目的とする施設で、児童福祉法に基づき都道府

県知事（政令指定都市、中核市市長を含む）が認可している認可保育所以外の施設です。 

羽幌町では、「天売ちびっこランド」があります。 

◆民間運営の保育・託児施設 

【施設数】１か所（天売ちびっこランド） 

【児童数】天売ちびっこランド ３名（５歳児 1 名、３歳児 １名、２歳児 １名、） 

     ※令和６年４月１日現在の児童数 

■認定こども園（教育部門）の利用者数の推移 

■認定こども園（保育部門）の利用者数の推移 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の状況 

「次世代育成支援行動計画」に沿った形で、子ども・子育て事業計画の法定事業の実施状況を

以下にまとめています。 

 

（１）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

公共施設や保育所等、地域の身近な場所で、子育て中の親子交流・育児相談等を行う

サービスです。 

羽幌町では平成 28 年度までは「羽幌保育園内」に子育て支援センターを開設してい

ましたが、平成 29 年度からは場所を「すこやか健康センター内」に移し、実施メニュ

ーを拡大して地域子育て支援拠点事業を実施しています。 

 

【実績】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数(人) 2,025 2,526 2,158 1,984 1,668 

 

（２）妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健康診査） 

妊娠中の母親の健康状態やおなかの赤ちゃんの発育状況などを定期的に確認するため、

基本健診 14 回を公費負担するサービスです。 

 

【実績】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数(人) 51 41 43 35 25 

年間延べ人数(人) 367 346 286 200 163 

     

平成 30 年度から、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後 2 週間

前後及び１カ月前後の出産後間もない時期の産婦に対する健康診査２回を公費負担して

います。 

 

（３）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児がいる家庭を助産師又は保健師が訪問し、様々な不安や悩みを

聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境を把

握し、助言等を行うサービスです。 

 

【実績】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問率(％) 100.0 100.0 100.0 94.7 100.0 
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（４）養育支援訪問事業及び要保護児童対策協議会その他の者による要保護児童等に対する支援に

資する事業 

児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に支援を求められない状況にあ

る家庭に対し、過重な負担がかかる前に、訪問による専門的な指導や育児・家事支援等

を行うサービスです。 

 

【実績】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数(人) 3 5 6 3 2 

 

 

（５）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

【ショートステイ】 

保護者の病気や出産、家族の介護、冠婚葬祭等への出席のため、家庭において児童の

養育が困難になった場合、児童養護施設又は乳児院において子どもを一定期間（原則と

して７日以内）一時的に預かるサービスです。 

 

羽幌町には該当する事業はありません。 

 

【トワイライトステイ】 

保護者が仕事やその他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において

児童の養育が困難な場合に、児童養護施設において子どもを一時的に預かるサービスで

す。 

 

羽幌町には該当する事業はありません。 

 

 

（６）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）、

両方を兼ねる人（両方会員）に会員登録いただき、子育てのサポートを提供する相互援

助活動を行うサービスです。 

 

羽幌町には該当する事業はありません。 

 

（７）一時預かり事業 

保護者の就労や求職活動、病気やけが、出産、介護、冠婚葬祭、リフレッシュ等によ

り一時的に家庭での保育が困難な場合に、週３日を限度に保育所に預けることができる

サービスです。 

羽幌町では「認定こども園・まき」で実施しています。 
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【実績】 

 

 

 

 

 

（８）時間外保育事業（延長保育・休日保育） 

通常の開所時間（11 時間）を超えて、さらに延長して保育を行ったり（延長保育）、

日曜日・祝日にも保育を行ったりする（休日保育）サービスです。 

 

【延長保育の実施状況】 羽幌町には該当する事業はありません。 

【休日保育の実施状況】 羽幌町には該当する事業はありません。 

 

（９）病児保育事業（病後児保育） 

病気やけがの回復期にある乳幼児（病後児）を専用の保育室で看護師・保育士が預か

るサービスです。 

 

羽幌町には該当する事業はありません。 

 

（10）放課後児童健全育成事業（こぐま児童会） 

従来の児童館等と小学校内施設（子どもプラザ）を活用し、留守家庭児童に加え、希

望する児童を対象に、放課後等における児童の安全・安心な居場所の確保と遊び・学習・

各種体験活動の場を提供するサービスです。 

羽幌町では、1 か所の施設があります。 

 

【実績】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

登録児童数(人) 31 29 33 28 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数(人) 13 8 11 11 7 

平均利用日数(日) 6.5 6.0 12.5 9.5 3.6 
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４ ニーズ調査の結果概要 

 羽幌町では、アとイの２点を把握するため、アンケートを実施しました。 

 また、子どもからの意見を募集するため、小学４年生～６年生を対象に、アンケートを実

施しました。 

アンケート結果の主な概要を下記に紹介しています。 

 

ア 就学前児童及び小学生の保護者の子育てに関する意識・意見を把握すること。 

イ 子ども・子育て支援事業計画で定める教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

量を推計する基礎データを得ること。 

項目 区分 配付数 回収数 回収率 

調査対象 
就学前児童 132 票 74 票 56.1％ 

小学生 181 票 103 票 56.9％ 

対象者の抽出方法 住民基本台帳からの抽出 

調査期間 令和 6 年 1 月 29 日 ～ 令和 6 年 2 月 29 日 

調査方法 郵送による配付・郵送、持参による回収 

小学生アンケート 令和 6 年 2 月 19 日 ～ 令和 6 年 3 月 4 日 

 

 

（１）保護者の就労状況 

 

父親の就労状況は、「フルタイムで就労、育休・介護休業中ではない」が 91.5％と多数

を占めています。 

母親の就労状況は、「フルタイムで就労、育休・介護休業中ではない」が 42.4％で最も

多く、次いで「パート・アルバイト等で就労、育休・介護休業中ではない」が 37.9％、

「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 15.8％となっています。 

 

○父親の就労状況 
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○母親の就労状況（自営業・家事従業者含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在就労していない母親の今後の就労意向 

現在就労していない母親の就労意向は、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が

46.7％で最も多く、次いで「１年以上先に就労したい」が 26.7％、「子育てや家事などに

専念したい（就労の希望なし）」は 23.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教育・保育事業の利用について 

 

○平日の定期的な教育・保育事業（幼稚園、保育所など）の利用状況 

定期的な教育・保育事業の利用状況は、「利用している」が 75.7％、「利用していない」

が 24.3％となっています。 
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○利用している教育・保育事業 

定期的に利用している教育・保育事業は、幼稚園・認定子ども園（教育部門）が 48.2%

で一番多く、認可保育所・認定子ども園（保育部門）が 44.6%、幼稚園の預かり保育が

25.0%でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今後、利用したい教育・保育事業 

今後、定期的に利用したい事業は、「認可保育所・認定こども園（保育部門）」が 56.8％

で最も多く、次いで「幼稚園・認定こども園（教育部門）」が 54.1％、「幼稚園の預かり

保育」が 41.9％などとなっています。 
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（３）子どもが病気やケガのときの対応について 

 

○子どもが病気やケガで教育・保育施設を利用できなかった経験 

この1年間に子どもの病気やケガで事業を利用できなかったことが、「あった」が56.7％、

「なかった」は 14.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○そのときの対応方法 

対処方法は、「母親が休んだ」が 76.2％で最も多く、次いで「父親が休んだ」が 38.1％、

「（同居者を含む）親族・知人がみた」が 26.2％となっています。 

 

 

○病児・病後児保育の利用意向 

 

 

 

 

 

 

病児・病後児保育の利用については、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」

が 50.0％、「利用したいとは思わない」が 47.1％となっています。 
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（４）不定期の教育・保育事業の利用について 

 

○私用や親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業 

不定期の教育・保育事業の利用について、「利用していない」が 73.0％で多数を占めま

す。 

 

 

 

 

 

 

○今後の不定期な事業の利用意向 

今後、不定期の教育・保育事業の利用について、「利用したい」が 56.8％、「利用する必

要はない」が 41.9％、となっています。 

利用する理由としては、「冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等」が 78.6％で最も

多く、次いで「私的、リフレッシュ目的」が 50.0%「不定期の就労」が 23.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業を利用したい目的 
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（５）小学校就学後の放課後の過ごし方 

 

低学年では、「自宅」が 50.0％で最も多く、次いで「放課後児童クラブ（学童保育）」30.8％、

「習い事」が 26.9%、「祖父母や友人・知人宅」が 23.1％となっています。 

高学年では、「自宅」が 68.8％で最も多く、次いで「習い事」が 32.8％、「祖父母や友人・

知人宅」が 13.6％、「放課後児童クラブ（学童保育）」が 12.0％となっています。 

 

○低学年のうちに過ごさせたい場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高学年になったら過ごさせたい場所 
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（６）子育ての実態について 

 

○子育てについての不安や負担 

不安や負担の感じ方は、「どちらかというと、喜びや楽しみが大きい」が 50.8％で最も多

く、次いで「喜びや楽しみの方が大きい」が 35.6％、「どちらかというと、不安や負担の

方が大きい」が 11.9％、「とても不安や負担を感じる」が 0.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子育てについての悩み 

子育ての悩みについては、「子どもの勉強や進学のこと」が 37.3％で最も多く、次いで「経

済的な不安・負担が大きい」が 26.6％、「特にない」が 22.6％、「子どもの知的・精神的

な発育」が 22.0%、「自分の時間を十分もてない」が 19.2％、「子どもとの時間を十分も

てない」が 17.5％となっています。 
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（７）小学生のアンケート結果 

 

○困り事や悩みについて 

「ある」と回答した小学生が 13.2％となりました。困り事・悩みの主なものは「友達関係」

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○相談したい相手 

相談したい相手は、「親」が 78.1％と最も高く、「友達」が 52.6％、「学校の先生」が 35.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○親が子育ての悩みを誰に相談すべきか 

親が子育ての悩みを誰に相談すべきかについては、「親同士で相談」が 62.3％、親の友達

が 47.4％、親以外の家族が 29.8％となっています。 
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５ 羽幌町の子ども・子育て支援の課題 

 

□地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実 

○身近な地域で希望する子育て支援サービスを利用しやすくする提供体制を確保するために、提

供区域を設けます。 

○ニーズに基づく教育・保育の提供体制の確保と実施時期、教育・保育の質的改善を行います。 

○社会情勢や近隣関係、家族構成の変化や就労形態、価値観の多様化によって、教育・保育のニ

ーズの多様化にあわせた、教育・保育のメニューの充実を図ります。 

○地域特性に応じた延長保育、休日保育の拡充が必要となります。 

○「小一の壁」と言われている幼児期から児童期の連続した教育・保育である就学後の放課後ク

ラブへのニーズが高いことから、引き続き充実を図ります。 

○就労の有無に関わらず、子育ての負担や不安、孤立感を踏まえ、様々な場面を通じて、家庭状

況を把握しつつ、適切な支援につなげることが必要です。 

○子育て家庭への育児情報提供と助言の拡大を行います。 

 

 

□家庭・地域の子育て支援を充実 

○地域の実情に応じた提供対策について、より充実したものにするために、今後も随時検討や見

直しをする必要があります。 

○子どもの健やかな育ちを等しく保証するためには、障がい児や発達が気になる子など特別な支

援が必要な子どもに対し、一人ひとりの状況や発達に応じた支援が必要です。 

○核家族化、子どもの減少や近隣との関わりの希薄化等により、子育て家庭や子どもと地域住民

が関わる機会が減っています。また、地域で子どもや子育て家庭の状況を理解し、関心を深め、

地域全体で子育てを支えていくことが必要です。 

 

 

□幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

○少子化により、子どもの数の減少とともに、乳幼児期に異年齢の中で育つ機会が減少していま

す。 

○教育と保育の一体的提供のできる認定子ども園を活用することで、より質の高い教育・保育の

提供を行います。 
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□ニーズ調査における意見 

ニーズ調査では、就学前児童の保護者から自由意見を伺っています。その主なものを羽幌町の

課題として項目別に取り上げました。また、小学４年生～６年生に意見を伺っています。 

 

子ども・子育て支援の充実 

○通常保育の時間の延長等が週に２～３回あれば大変子育てが助かる。 

○認定こども園と幼稚園との園児数の格差が大きく、是正が必要と思われます。少子化に伴い

今後機能を分ける等、無くさないための検討が必要。 

〇入園している子どもでも気軽に行けるような遊び場がほしい（子育て支援センターは、入園す

るときょうだいがいないと行けない）。 

〇子育てや、子どもの発達について親が学べる機会を充実させ、子どもの成長につながる機会

があっても良いと思います。 

〇放課後児童クラブは、保護者が働いていなければ利用できないので、児童館があると親の就

労の有無に関係なく、より多くの子どもが集まれるので作って欲しいです。 

〇幼稚園の給食を給食センターなどで対応して欲しい。 

〇気軽に相談や話しかけてくれる人がいると、地方から来た人も楽しく住みやすくなると思う。 

○小さい子は園から色々な病気をもらってきます。その度に仕事を休むことになります。この様

な状況になるのが不安できちんとした仕事につけません。 

〇市街地と島で隔差が大きすぎる。通院・検診、子育て支援関係のために宿泊・フェリーを使

うときの助成をもっと増やす（宿泊費全額や欠航期間分も宿泊費出すなど）とか、機会を増

やしてほしい。 

〇助産師さんによる産後ケアは助かりました。 

〇産後ケアを島民は受けられないと聞いていますが、自宅まで（島まで）来てもらわなくても、

こちらから本土の方に出向いて同じように受けられるように（場所の用意や同条件で助成・

相談・ケアが受けられるように）してもらえたらありがたいです。 

〇”あそびの広場”を増やしてほしい。ミニ運動会などに参加したいが、フェリーが時期的な都

合で行けない。 

注 「あそびの広場」は離島地区で実施している子育て支援事業です。 

〇もっと島で保育する場を増やして欲しいです。大分預かりなど見ていただける回数が増えてと

ても有難いのですが、なくなってしまうと全く交流もなくなり、子どもが寂しがっているので

悩んでいます。 

 

費用の軽減 

○３歳までの保育料が高すぎて利用できない。無料にして欲しい。 

○第１子の保育料軽減・無償化。 

○保育料や祝金の違いで転居する人も多いと思います。 

○おむつ購入支援。 

○おむつ処理券ではなく処理機の支給（結局袋代がかかるため）。 
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〇小・中学校の給食費無料。 

〇水道代の一部を負担して欲しい。子どもがいると洗濯をする回数が増えます。 

 

医療体制の充実 

○安心して子どもを育てていくためには、ちゃんと診てもらえる小児科が必要です。小さいう

ちは色々な病気にかかります。吹雪の中、何度も命がけで留萌や深川へ行きました。 

○小児の医療体制をもう少し整えてほしい。診てもらいたい時に道立病院で診てもらえず、苫

前や初山別に連れて行っている方は多いです。 

〇この町だと医療にかかるとしたら道立病院だが、やってる日やってない日があり、身近な所

にあるのに不便でしかたがない。その為わざわざ遠方まで行く。子どもに何かあったらすぐ

にかかれる病院を作ってほしい。 

 

公園やイベントなどの充実 

○幅広い世代が遊べる大きな公園が必要だと思う。 

○充実した遊具施設。 

○休日祝日でも利用できる室内の遊び場があると良いと思います（「ちゃいるも」のような）。

子育て世代の交流もできるかなと思います。 

○外で遊ぶための場所がほしい。低年齢向けの遊具など、公園の整備など進めてほしい。 

○水遊びができる噴水のある公園がほしい。 

○子どもたちが喜ぶイベントを増やしてほしい（雪まつり、ハロウィン、夏まつり等）。 

○羽幌はお母さんたちが各地から来ている人が多い。もっと地域として子どもも親も、年配の

方も交わるにぎやかで集まりやすいイベントが必要だと思う。 

○昔は町内会で子どものイベントがあったが、今は少なくなっている。町内会などではなく、

地域毎（川南、川北、幸町など）にしても良いと思う。 

○せっかくフェリーターミナルがあるので、フェリーイベントがあると楽しそう。フェリー内

見学とか。 

○すでに古くなっている公園の整備。せめて遊具は撤去しても草刈、整備をしてほしい。 

○乳児でも楽しめる縁日ごっこや遊べる所がほしい 

 

広報活動の充実 

○子育て情報など、お手紙でも良いですが、スマホに一報届くとすごく便利だと感じます。 

○行事やイベントの積極的な通知（ＳＮＳ等) 

○民間賃貸住宅情報に間取りを記載したら親切だと思います。 

○不審人物等の情報をすぐに知りたい。 

○町内で出来る習い事の紹介をしてほしい。 

〇町から意見、要望を聞きにきてほしい。 

 



 25 

小学生の意見 

（親子で参加できるイベントについて） 

○子どもが運動をできるようになってきたら、他の子どもとふれあえるようにするためのイベ

ントを開く。 

〇親子料理教室、親子工作教室。 

〇小さい子と遊べる場所がほしい。 

〇親子で協力するイベント。親子で体を動かせるイベント。 

 

（子育てをしている大人への手助けについて） 

〇子どもを見てあげたり、子育てをしている大人が子どもを見きれない時など面倒を見てあげ

る。 

〇保育園を作り大人が休んだり、家事・仕事ができる時間を作る。 

〇手伝いをしたり、相談を聞く。 

〇羽幌出身でない人も色々な人と関われる機会があればいい。 

〇少しで良いからお金の支援など。 

〇初めて子育てなどをする人は経験していないから、近くの人などが手伝だってあげたり育て

方を教える。 

〇子育てをしている大人が、すごく疲れていたり、大変そうだと思ったら、少しでも自分がで

きる手伝いをやる。 

〇お金や子育ての必需品を配れば良い。 

〇教育費の負担。 

〇子育てにこまっているときに相談できるところ。 

〇子どもの具合が悪いときにあずかってくれる。 

〇子どものことをしっかり見守る。 

〇こまっていたら相談にのってあげる。 

〇子どもと遊んでゆっくりさせる。 

 

（町から子育て世帯に対する情報発信について） 

〇お店に商品が無い場合、お知らせしてくれる。 

〇子育ての情報（ほかの家はこうして育てているなど…）。 

〇「イベントがあるよ～」みたいな情報。 

〇ごはんのメニュー紹介。 

〇子育てのおすすめ情報。 

〇前向きになる情報や勇気が出る情報。 

〇子育てのアドバイス。 
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１ 目的  

羽幌町では、「次世代育成支援行動計画」として、「自然や人に優しく、自分の人生をたくま

しく切り開いていく子ども達に育ってほしい」という願いをこめて理念を設定し、計画の基本

視点としては次の 4 つのテーマを設けます。 

 

次世代育成支援行動計画 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

心と心をつなぎ 子育て支援 

地域で支えあい やさしく たくましく育め 子どもたち 

テーマ 

１ 家庭・地域における子育て支援 

２ 子どもや子育てにやさしい環境づくり 

３ ゆとりある教育と健全育成の推進 

４ 子育てに対する意識啓発 

第３章 基本的な考え方 
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２ 基本理念 

羽幌町の子ども·子育て支援事業は「次世代育成支援行動計画」の理念を踏まえながら、羽

幌町に住む一人ひとりの子どもたちが、健やかに育つための支援を推進しています。障がい、

疾病、虐待や貧困など社会的な支援の必要性の高い子どもやその家族を含め、全ての子どもが

心身共に健やかに育つ環境を推進することを基本理念として設定しました。 

 

子ども·子育て支援事業 基本理念 

 

心と心をつなぎ子育て支援 

健やかな育ち やさしく あたたかく地域で支える 

 

                    

テーマ 

１ 子どもの健やかな成長を支える 

２ すべての子育て家庭を支える 

        ３ 地域全体で子育てを支える 

○「次世代育成支援行動計画」においては、「子ども」「親・家庭」「地域」「事業主」が主体的

に行動するとともに、お互いに助け合いながら、ともに育ちあうことを基本的な視点として取り

組んできました。 

○こうした視点は、子ども・子育て支援法の趣旨である「一人ひとりが個性ある存在として認めら

れ、自己肯定感を持って育まれることが可能となる環境を社会全体で整備すること」、そして「地

域や社会が保護者に寄り添いながら、親としての成長を支援すること」と合致するものです。 

 ○このことから、親が子育てを主体的に担うことを前提としつつ、子育ち・子育てを地域全体で見  

  守り、支えていく環境づくりを、より一層進めることで、羽幌町独自の理念を、これからも変え 

  ることのない大切な理念として継承するものとします。 
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３ 基本的な視点 

子どもの育ちと子育てをめぐる環境を踏まえ、乳児期、3 歳未満の幼児期、3 歳以上の幼児

期、学童期のそれぞれの段階を経て、成長を遂げていく子どもの育ちをしっかりと支えていく

ために、以下の視点に立って子ども・子育て支援を推進します。 

 

①乳児期 

乳児期は、一般に、身近にいる特定の大人（実親のほか、里親などの実親以外の養育者を含む）と

の愛着を育みながら、身体的にも、著しい発育・発達が見られる重要な時期です。 

また、子どもが示すさまざまな行動や欲求に、身近な大人がいち早く、かつ積極的に関わることに

より、子どもの中に、人に対する基本的な信頼感が芽生え、情緒の安定が図られていきます。こうし

た情緒の安定を基盤として、心身の発達が促されるなど、人として生きていく土台がこの時期に作ら

れます。 

 

②幼児期 3 歳未満 

おおむね満 3 歳に達するまでの時期は、一般に、基本的な身体機能や運動機能が発達し、さまざま

な動きを十分楽しみながら、人や物との関わりを広げ、行動範囲を拡大させていく時期です。 

自我が育ち、強く自己主張することも多くなりますが、大人がこうした姿を積極的に受け止めるこ

とにより、子どもは自分に自信を持つようになります。自分のことを信じ、見守ってくれる大人の存

在により、子どもは時間をかけて自分の感情を鎮め、気持ちを立て直していきます。 

また、安心感や安定感を得ることにより、子どもは身近な環境に自ら働きかけ、好きな遊びに熱中

したり、やりたいことを繰り返し行ったりするなど、自発的に活動するようになります。さらに、特

定の大人への安心感を基盤として、徐々に人間関係を広げ、その関わりを通じて社会性を身に付けて

いきます。 

 

③幼児期 3 歳以上 

おおむね満 3 歳以上の時期は、一般に、遊びを中心とした生活の中で、特に身体感覚を伴う多様な

活動を経験することにより、豊かな感性とともに好奇心、探究心や思考力が養われ、それらがその後

の生活や学びの基礎になる時期です。 

また、物や人との関わりにおける自己表出を通して、幼児の育ちにとって最も重要な自我や主体性

が芽生えるとともに、人と関わり、他人の存在に気付くことなどにより、自己を取り巻く社会への感

覚を養うなど、人間関係の面でも日々急速に成長していきます。 

このため、この時期における育ちは、その後の人間としての生き方を大きく左右する重要なものと

なります。 

 

④学童期 

小学校就学後の学童期は、生きる力を育むことを目指し、調和のとれた発達を図る重要な時期です。

この時期は、自立意識や他者への理解などの社会性の発達が進み、心身の成長も著しいものがありま

す。 

そのためにも、学校教育とともに、遊戯やレクリエーションを含む、学習や様々な体験・交流活動

のための十分な機会を提供し、放課後などにおける子どもの健全な育成にも適切に配慮することが必

要です。 
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４ 施策体系 

羽幌町の子ども・子育て支援の施策を以下にまとめています。 

 

基本的視点 基本目標 基本施策 

子どもの健や
かな成長を支
える 

目標 1 
子どもが健やかに
育つ環境づくり 

・地域における子育て支援体制の整備 

目標 2 

様々な状況にある
子どもへのきめ細
やかな取り組みの
推進 

・要支援児童への対応などきめ細かな取

組の推進 

すべての子育
て家庭を支え
る 

目標 3 
安心して産み、育
てることを見守る
体制づくり 

・次世代の親の育成 

・学校等の教育環境の整備 

・家庭や地域の教育力の向上 

・子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

・子育て家庭への経済的支援の推進 

・若い世代からの子育て意識啓発 

・家庭における子育て機能の向上 

目標 4 仕事と生活の調和 

・保育サービス・学童クラブの充実 

・仕事と子育ての両立の推進 

・男性を含めた働き方の見直しと男性の

子育て参加の促進 

地域全体で子
育てを支える 

目標 5 
地域における子育
て支援の充実 

・親と子の健康の維持・増進 

・医療サービスの充実 

目標 6 
安心・安全な子育
てを支える地域づ
くり 

・子育てを支援する生活環境の整備 

・子どもの安全の確保 

心 

と 

心 
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つ 
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子 
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な 
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理念 
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１ 教育・保育提供区域の考え方 

子ども・子育て支援法第 61 条第 2 項の規定により、市町村は子ども・子育て支援事業計画

を実施する際に、次の視点に考慮しながら「教育・保育提供区域」を独自に設定していくこと

が必要となります。 

 

<教育・保育提供区域設定のポイント> 

 

①地理的条件や交通事情、現在の教育・保育(幼稚園・認定こども園)の利用状況、教育・保

育を提供するための施設の整備状況などを総合的に判断して、保護者や子どもが住んでい

る場所から容易に移動することができる区域を「教育・保育提供区域」として設定します。 

 

②子ども・子育て支援事業では、設定した区域ごとに、各事業の「量の見込み」、「確保の

方策」を明確に示し、需要と供給を調整していくことが求められています。 

 

③「教育・保育提供区域」は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて、共通

の区域設定とすることが基本です。 

 

④ただし、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業の広域利用の実態が異なる場合に

は、実態に応じて小学校就学前子どもの区分ごとや地域子ども・子育て支援事業の事業ご

とに設定することも可能とされています。 

 

⑤教育・保育施設や地域型保育事業の認可申請が事業者からあった場合には、事業者が所在

する教育・保育提供区域の利用定員がすでに必要利用定員総数に達している、又は認可す

ることによって必要利用定員総数を超える場合を除いて原則認可しなればなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 教育・保育提供区域の設定 
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２ 教育・保育提供区域の設定  

１ 羽幌町における教育・保育提供区域 

羽幌町全域を１区域として設定します。 

事業区分 区域設定 考え方 

1号認定（3～5歳） 

町内全域 教育・保育の区域設定については 1 区域とする。 

2号認定（3～5歳） 

3号認定（2歳） 

3号認定（1歳） 

3号認定（0歳） 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業ごとの区域設定 

各事業の性格から羽幌町全域とします。 

事業 提供区域 考え方 

利用者支援事業 

町内全域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、町内を１

区域とします。 

地域子育て支援拠点事業 

妊婦健康診査事業 

乳児家庭全戸訪問事業 

養育支援訪問事業 

子育て短期支援事業 

子育て援助活動支援事業 

一時預かり事業 

時間外保育事業（延長保育） 

病児・病後児保育事業 

放課後児童健全育成事業 

子育て世帯訪問支援事業 

児童育成支援拠点事業 

親子関係形成支援事業 

妊婦等包括相談支援事業 

乳児等通園支援事業 

産後ケア事業 

実費徴収に係る補足給付事業 

多様な主体の参入促進事業 
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１ 量の見込み 

本計画の作成時期における教育・保育の利用状況、ニーズ調査により把握した利用希望を踏

まえて、認定区分ごとに量の見込み（必要利用定員総数）を定めています。 

 

（1）子どものための教育・保育給付の認定区分 

1～3 号認定（子ども・子育て支援法第 19 条等） 

保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づいて保育の必要性を認定（子どもの認定

区分）。その上で施設型給付を行う仕組みです。 

 

区分 対象年齢 保育の必要性 利用施設 

1 号認定 ３～５歳 
幼児期の学校教育 

（教育標準時間認定） 
主に幼稚園、認定こども園に該当 

2 号認定 ３～５歳 
保育の必要性あり 

（保育認定） 
主に保育園、認定こども園に該当 

3 号認定 
０歳、 

1～２歳 

保育の必要性あり 

（保育認定） 

主に保育園、認定こども園、地域

型保育に該当 

 

施設型給付＝保護者本人への給付でなく、幼稚園・保育園・認定こども園（教育・保育施設）を通じた共通の

給付が行われること。 

 

（2）子育てのための施設等利用給付の認定区分 

  （子ども・子育て支援法第 30 条の 4 等） 

  令和元年 10 月 1 日から開始された幼児教育・保育の無償化に伴い、「子育てのための施

設等利用給付」が新設されました。この給付を受けるにあたっては、子ども・子育て支援法

等に定められた支給要件（年齢、課税状況や保育の必要性 など）に基づいて区分に分けら

れ認定を受け、その上で給付を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 教育・保育施設の充実 
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２ 提供体制の確保と実施時期 

教育・保育の利用状況及び利用希望把握アンケートにより把握する利用希望を踏まえ、教育・

保育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保育の提供が行えるよう、小学校就学前児童数の推移、

教育・保育施設の配置状況及び地域の実情等を考慮し、認定区分ごとに量の見込み（必要利用

定員総数）と確保の内容及び実施時期を設定します。なお、確保の内容については、計画期間

中も適宜見直しを行い、受け入れ体制について関係機関との協議、調整の上、適切に実施して

いきます。 

 

（１）１号認定（3 歳以上、幼稚園を利用希望） 

 ■量の見込み 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

1 必要利用定員総数 35 人 30 人 28 人 26 人 25 人 

 １号認定 20 人 15 人 16 人 15 人 14 人 

２号認定見込み 15 人 15 人 12 人 11 人 11 人 

2 確保の内容 35 人 30 人 30 人 30 人 30 人 

 特定教育・保育施設 35 人 30 人 30 人 30 人 30 人 

確認を受けない幼稚園 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

過不足（2-1） 0 人 0 人 2 人 4 人 5 人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

※確認を受けない幼稚園＝自治体が施設型給付の対象となることを確認する「認定こども園・幼稚園・保育

所」に該当しない、私立幼稚園のこと。（私立幼稚園が、新制度の施設型給付を受けるかどうかは各幼稚園

の判断に委ねることとなっています。） 

※1「必要利用定員総数」の「2 号認定見込み」は、保護者の就労状況を見ると(2)の 2 号認定に該当します

が、幼稚園を希望する意向が強いことから 1号認定として計上しています。 

 

（２）２号認定（3 歳以上、保育園を利用希望） 

■量の見込み 

 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

1 必要利用定員総数 34 人 26 人 23 人 21 人 19 人 

2 確保の内容 50 人 42 人 42 人 42 人 42 人 

 特定教育・保育施設 40 人 32 人 32 人 32 人 32 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

認可外保育施設 10 人 10 人 10 人 10 人 10 人 

過不足（2-1） 16 人 16 人 19 人 21 人 23 人 
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（３－１）３号認定（０歳、保育園を利用希望） 

■量の見込み 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

1 必要利用定員総数 6 人 6 人 5 人 4 人 4 人 

2 確保の内容 6 人 6 人 6 人 6 人 6 人 

 特定教育・保育施設 6 人 6 人 6 人 6 人 6 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

認可外保育施設 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

過不足(2-1) 0 人 0 人 1 人 2 人 2 人 

 

（３－２）３号認定（１歳、保育園を利用希望） 

■量の見込み 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

1 必要利用定員総数 9 人 7 人 7 人 7 人 7 人 

2 確保の内容 9 人 7 人 7 人 7 人 7 人 

 特定教育・保育施設 9 人 7 人 7 人 7 人 7 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

認可外保育施設 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

過不足(2-1) 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

（３－３）３号認定（２歳、保育園を利用希望） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

1 必要利用定員総数 11 人 10 人 10 人 9 人 8 人 

2 確保の内容 21 人 20 人 20 人 20 人 20 人 

 特定教育・保育施設 11 人 10 人 10 人 10 人 10 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

認可外保育施設 10 人 10 人 10 人 10 人 10 人 

過不足(2-1) 10 人 10 人 10 人 11 人 12 人 

 

○保育利用率の目標値設定について 

国の基本指針では、３号認定の量の見込み割合である「保育利用率」の目標値を設定するこ

ととされています。保育利用率の目標値は、「量の見込み（３号認定子ども）÷各年度推計人口

（０～２歳）×100＝（小数点第一まで）」により算出した数値とします。 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

保育利用率 56.0％ 55.3％ 58.1％ 55.3％ 55.9％ 

推計児童数（０～２歳）・人 50  47 43 38 34 
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３ 教育・保育の一体的提供の推進（認定こども園について） 

教育・保育の一体的な提供の推進においては、単に幼稚園・保育園の施設的な統廃合や保護

者の就労支援の観点のみならず、教育・保育的な観点、子どもの育ちの観点を大切に考え、子

どもが健やかに育成されるよう教育・保育機能の充実（ソフト的整備）と施設整備（ハード的

整備）を一体的にとらえた環境の整備が重要です。 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであり、子ど

もの最善の利益を第一に考えながら、子どもたちに質の高い教育・保育の提供を行うとともに、

保護者や地域の子育て力の向上に向けた支援を実施するため、「認定こども園・まき」と連携し

てまいります。また、幼稚園等の認定こども園への移行については、施設の状況や事業者の意

向を踏まえた上で、教育・保育の量の見込みや財政状況等を考慮して検討を進めるものとしま

す。 

 

 １ 認定こども園の特徴 

  ① 就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供します。 

  ② 保護者の就労の有無にかかわらず利用できます。 

  ③ 保護者の就労状況が変わった場合も継続利用できます。 

  ④ 0～5 歳までの異年齢の子どもたちが一緒に育ちます。 

  ⑤ 園に通っていない子どもの家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。 

 

 ２ 認定こども園の取り扱いについて 

  （１）幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性 

    ○幼児期の特性を踏まえた教育を展開するという観点から、国の定める幼保連携型認定 

     こども園教育・保育要領に則り、心身の発達の段階や特性を十分に考慮した教育を展

開します。 

    ○子どもの最善の利益を保障するという観点から、一人ひとりの存在を受け止め、家庭 

     との緊密な連携の下、この時期の子どもにふさわしい生活の場を保障し、援助する保 

     育を行います。 

    〇幼保連携型認定こども園は、学校と児童福祉施設の両方の位置付けをもつ、質の高い 

     幼児期の学校教育及び保育を一体的に行う施設です。 

    〇環境を通して行う教育及び保育を基本として、そのねらいや内容等については、健康、  

     人間関係、環境、言葉、表現の５つの領域から構成します。 

 

  （２）小学校教育との円滑な接続 

    ○子どもの発達や学びの連続性を確保する観点から、小学校教育への円滑な接続に向け 

     た教育及び保育の内容の工夫を図り、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を 

     培います。 

    ○小学校との連携はもとより他の地域の幼稚園、保育園、認定こども園との連携を図り 
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     ます。 

 

  （３）幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項 

    ○保護者の就労状況等の生活スタイルを反映した在園時間の長短、入園時期や登園日数 

     の相違に応じて、一人ひとりの生活の仕方やリズムに配慮した一日の生活の流れを考 

     える必要があります。 

    〇満３歳以上の子どもについては、満３歳未満の子どもを含めた異年齢の子どもとかか 

     わる活動を、子どもの発達の状況の違いを踏まえつつ設定します。 

 

 【配慮すべき事項の詳細】 

    ①発達や学びの連続性に関すること 

    ０歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育においては、子どもの発達の連続  

   性に考慮し、集団生活の経験の違い等、一人ひとりの特性や課題に応じたきめ細かな対  

   応を図ります。また、小学校教育との円滑な接続に向け、互いの教育及び保育の内容や 

   指導方法の違いや共通点について理解を深めるように努めます。 

     

    ②養護に関すること 

    家庭と協力しながら、一人ひとりの発育状況や健康状態を把握し、子どもと保育者と  

   の信頼関係を構築するとともに、子どもにとって心豊かで安定した、快適な生活環境を  

   実現します。 

    

    ③乳児期の子どもの保育に関すること 

    安全で活動しやすい環境を整え、一人ひとりの生活のリズムを重視し、保護者に発育・   

   発達が著しい子どもの様子や日々の保育の状況について保護者に情報提供し、また、保   

   護者と子どもの成長の喜びを共有できるようにします。 

 

    ④満３歳未満の子どもの保育に関すること 

    心身の発育・発達が顕著な時期であり、個人差も大きいため、適切な援助を行うとと   

   もに、基本的な生活習慣の形成に向けて、発達の状況に応じた環境の構成を工夫します。   

    また、子どもが安心して生活をする場となるよう配慮します。 

 

    ⑤健康及び安全に関すること 

    食育を通じた望ましい食習慣の形成に努めるとともに、専門機関等と連携し、適切な  

   判断に基づく保健的な対応を行います。また、事故の防止や災害等不測の事態に備えた  

   体制を整えるとともに、家庭や地域と連携・協力し、子どもが発達の状況に応じ安全の   

   ための行動を身に付けることができるように努めます。 

 

    ⑥特別支援教育や障がい児保育に関すること 

    障がいのある子どもに対して適切な支援を行うとともに、乳幼児期からの育児相談や   
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   教育相談、小学校等への就学相談などを通じて子どもやその保護者に十分な情報提供   

を行います。また、障がいのある子どもと障がいのない子どもが日常の生活を通じて、

活動を共にすることができるよう配慮し、認定こども園が障がいの有無を問わず、この

時期の子どもに必要な生活体験を提供できるようにします。さらに、保護者を含め関係

者が教育的ニーズや必要な支援について共通理解を深めることにより保護者の障がい受

容につなげ、その後の円滑な支援を図れるようにします。 

 

    ⑦子育ての支援に関すること 

    園内体制の整備に配慮し、子育ての喜びを共感する場づくり、悩みや経験を話し交流  

   する場づくり、子育てのネットワークづくりなど、地域の子育ての拠点としての役割を 

   果たします。 

 

    ⑧家庭や地域社会との連携に関すること 

    様々な子どもとその保護者が営む生活が充実するように、ＰＴＡ活動や保護者会活動、  

   保育参加などの活動や、高齢者をはじめ幅広い世代との交流、地域行事への参加の機会 

   などを設定し、地域資源を活用し地域全体で子どもの健やかな育ちを支えます。 

 

４ 「新・放課後子ども総合プラン」に基づく取組の推進について 

国は、保護者の就労などで「小１の壁」と言われている就学後の放課後など、子どもの居場

所づくりのために、平成２６年７月「放課後子ども総合プラン」を策定しました。さらに、放

課後児童クラブの待機児童の早期解消や放課後子ども教室の一体的な実施の推進等によるすべ

ての児童の安全・安心な居場所の確保を目的とした「新・放課後子ども総合プラン」が策定さ

れ、平成 31 年 4 月から実施されています。 

羽幌町では、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の推進とあわせて、放課後子ど

も教室についても、地域の施設等を活用しながら、保護者の就労の有無にかかわらない、子ど

もの安全・安心な居場所づくりに努めます。 

就学後の放課後など子どもの居場所づくりについては、教育、福祉、就労等様々な分野が関

わっているため、今後、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を一体的、または、連携して

実施していくために、教育委員会と福祉部局が連携し、共通理解、情報共有を図りながら、計

画的整備等に向けて取り組んでいきます。 

 

５ 外国から帰国した幼児や外国籍の幼児等に関して 

国際化の進展に伴い、本町においても外国籍の方が転入してくる場合も見込まれることから、

その受け入れの際には、特定教育・保育施設及び関係機関等と連携をしながら、円滑な受け入

れができるように進めていきます。 
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６ 教育・保育施設の質の向上 

すべての子どもに質の高い教育・保育を提供するには、それに携わる幼稚園教諭や保育士の

資質向上及び保育士等の確保が必要不可欠であるため、以下の方針に基づき、人材の確保・育

成に取り組めるよう努力します。 

 

① 資格の取得促進 

認定こども園の普及促進にあたり、その中心的な担い手の確保のため、幼稚園教諭と保

育士の両方の資格取得促進に向けて支援を行います。 

 

② 幼稚園教諭と保育士の合同研修 

幼稚園教諭と保育士が教育と保育を一定的に提供する意義や課題を共有できるように、

合同研修の開催などによる支援を行います。 

 

③ 保育士の処遇改善 

保育の担い手の確保が全国的な課題となっていることから、本町においても国や道の制

度を活用し、保育士の処遇改善に取り組みます。 

 

④ 職員の資質の向上 

健康状態や発達の状況、家庭環境等から特に配慮を要する子どもについては、一人ひと

りの状況を的確に把握し、適切な教育・保育が提供されるように、専門機関等との連携を

強化するとともに、職員の資質向上を図ります。 

 

 ⑤保育士等の確保 

   保育士等の確保のため、町内の保育施設等に勤務を希望する学生に対し、修学資金、入

学準備金、就職準備金の貸付制度により、保育士等の確保を図ります。 

 

７ 産休後及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 

保護者が産休・育休明けの希望する時期に、円滑に教育・保育施設、地域型保育事業を利用

できるよう、休業中の保護者に対して情報提供、相談支援を実施するとともに、計画的に教育・

保育施設の整備や地域型保育事業の展開を進めます。 

 

① 保護者に対する情報提供・相談支援体制の充実 

町ホームページや広報誌、インフォカナル、ＳＮＳを通して、教育・保育の正確な情報発

信に努めることにより、妊婦及び子育て中の保護者が、いつでも、どこでも必要な情報を取

得することができるように環境を整備します。 

また、妊娠届出時に子育てに関する各種お知らせを配付するとともに、出産後の乳児家庭
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全戸訪問事業(こんにちはあかちゃん事業)や地域子育て支援拠点の保育士による訪問の機会

などを通じて、教育・保育の利用に関する情報提供や保護者からの相談に応じます。 

さらに、子どもや保護者の身近な場所である地域子育て支援拠点において、教育・保育の利

用に関して、いつでも保護者からの相談に応じられる体制を整備するとともに、利用者支援

事業を活用して、各家庭のニーズに応じた教育・保育の紹介及びあっせんを行うことにより、

円滑な事業利用へとつなげていきます。 

 

② 育休満了時からの環境整備 

育休満了時(原則 1 歳到達時)から、確実に教育・保育を利用できる環境を整えるため、保

育の充実を図ります。 

 

 

８ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施 

幼児教育・保育の無償化が令和元年 10 月から実施され、従来の「子どものための教育・保

育給付」に加え、「子育てのための施設等利用給付」が新設されました。「子育てのための施設

等利用給付」は、預かり保育事業や一時預かり事業等を利用する者で給付認定を受けた者に対

して給付されるものです。 

 羽幌町では、認定こども園・まきにおいて預かり保育事業、一時預かり事業、羽幌藤幼稚園

において預かり保育事業を実施しています。利用日数、時間、給付の要件等関係機関と連携し

ながら、給付対象者を把握し適切に実施してまいります。 

 

 

９ 副食費の負担軽減について 

令和元年 10 月から実施されている幼児教育・保育の無償化に際して、保育料のほかに 3～

5 歳児副食費（給食のおかず及びおやつ代）も「年収 360 万円未満相当世帯の子ども」と「す

べての第 3 子以降の子ども」については、月額 4,500 円まで免除されることとなりました。 

 羽幌町においても、国の基準に基づき副食費の免除を実施しております。 
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１ 地域子ども・子育て支援事業の需要量及び確保の方策 

○国から提示される基本指針等に沿って、「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」を定め

ます。 

○設定した「量の見込み」に対応するよう、事業ごとに地域子ども・子育て支援事業の確保の

内容及び実施時期を設定します。 

○計画期間における量の見込み、確保の方策は以下のとおりです。 

 

 

（１）利用者支援事業 

子どもや保護者が幼稚園・保育園での学校教育・保育や一時預かり、放課後児童クラブ等

の地域子育て支援事業の中から適切なものを選択し円滑に利用できるよう、福祉に関わる各

機関で情報提供や相談を含めた支援を行う事業です。 

[対象年齢]0～5 歳 

 

羽幌町では、引き続き利用者への支援を行います。 

 

量の見込み                                                            (単位:箇所) 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

実施箇所 1 1 1 1 1 

 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

公共施設や保育所、公民館等の地域の身近な場所で、 乳幼児のいる子育て中の親子の交流

や育児相談、情報提供等を実施する事業です。 

[対象年齢] 0～2 歳 

 

羽幌町では、現状に引き続き実施します。 

 

量の見込み                             (単位:月延べ利用者数) 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（人） 107 100 92 81 73 

確保の方策（か所） 1 1 1 1 1 

 

第６章 地域子ども・子育て支援事業の充実 
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（３）妊婦健診事業 

母子健康手帳交付時に、医療機関等で行われる健診の受診票を交付し、妊婦健康診査

の費用を補助しています。 

 

羽幌町では、現状に引き続き実施します。 

 

 量の見込み                                                     (単位:年間延べ回数) 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 

(年間延べ人数) 
120 112 196 80 80 

確保の方策 210 196 168 140 140 

母子手帳申請時に、妊婦が行う 14 回分の健診費用の助成券を交付します。 

 

平成 30 年度から、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後 2 週間

前後及び１カ月前後の出産後間もない時期の産婦に対する健康診査２回を公費負担して

います。 

 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援

に関する情報提供などを行います。また、親子の心身の状況や養育環境などの把握や助言を

行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供を行います。訪問を乳児の

いる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立を防ぐことを目

指す事業です。 

[対象年齢]0 歳 

 

羽幌町では、現状に引き続き実施します。 

 

量の見込み                               (単位:人) 

 

 

 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 15 14 12 10 10 

確保の方策 町保健師が出生後４ヶ月以内を目途に全戸訪問を実施します。 
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（５）養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、特に支援を必要とする妊婦や児童に対して、保

健師等が居宅を訪問し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業です。 

 

羽幌町では、現状に引き続き実施します。 

 

量の見込み                                  (単位:人) 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 4 4 4 4 4 

確保の方策 養育支援が必要な家庭が判明した場合、児童担当部局や保健師並びに関係機関

が支援を行います。 

 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難となっ

た場合等に、児童養護施設などにおいて養育・保護を行う事業です。 

[対象年齢]0～5 歳 

 

羽幌町では、実施していませんが、体制確保のための情報収集に努めます。 

 

 

（７）子育て援助活動支援事業（就学後 ファミリー・サポート・センター事業） 

子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）、両方

を兼ねる人（両方会員）に会員登録いただき、子育てのサポートを提供する相互援助活動を

行います。就学児対象のファミリー・サポート・センター事業です。 

[対象年齢] 就学児 

 

羽幌町では、ニーズ調査の結果、就学児に係るファミリー・サポート・センターの利用

希望はありませんが、今後も情報収集に努めます。 

 

 

（８）一時預かり事業 

保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより保育が一時的に困難となった乳児又は

幼児について、保育所その他の場所において、一時的に保育預かりを行う事業です。 

[対象年齢] ①幼稚園在園児は 3～5 歳  ②在園児以外は 0～5 歳 
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①幼稚園における在園児対象型 

 

羽幌町では、現状に引き続き実施します。 

 

量の見込み                                                (単位:年間延べ利用者数) 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み合計（人） 3,162 2,453 2,125 1,935 1,826 

 幼稚園の在園児を 

対象とした一時預かり 

（1 号認定見込み） 

1,765 1,371 1,214 1,116 1,023 

 幼稚園の在園児を 

対象とした一時預かり 

（2 号認定見込み） 

1,397 1,082 911 819 803 

確保の方策（人） 13,260 13,260 13,260 13,260 13,260 

 

②保育園等(幼稚園での在園児対象型以外) 

 

羽幌町では、現状に引き続き実施します。 

 

量の見込み                                                 (単位:年間延べ利用者数) 

 

 

（９）時間外保育事業（延長保育事業） 

保護者の就労形態の多様化、長時間の通勤等に伴う延長保育需要に対応するため、通常保

育時間（11 時間）として、最長で午前 7 時 30 分から午後 6 時 30 分の保育を実施してい

ます。 

[対象年齢]0～5 歳 

 

羽幌町では、現状に引き続き実施し、11 時間を超える保育については、情報収集に努

めます。 

 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（人） 1,028 995 924 891 905 

確保の方策（人） 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 

 保育園の一時預かり 

（在園児対象型以外） 
1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 

 子育て援助活動支援事業

（ファミリー・ 

サポート・センター） 

0 0 0 0 0 
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（10）病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業） 

病児・病後児保育事業は、病気にかかっている子どもや回復しつつある子どもを病院等の

医療機関や保育施設の付設の専用スペース等で看護師等が一時的に預かる事業です。 

[対象年齢] 0～5 歳 

 

羽幌町では、病児保育事業の利用希望者はいますが、保育施設及び医療施設において病

児保育事業を行うための体制が整っておらず、必要となる人材の確保も困難な状況にあり

ます。今後も情報収集に努めます。 

 

 

（11）放課後児童健全育成事業（こぐま児童会） 

主に保護者が就労等により昼間は家庭にいない小学生に、適切な遊びや生活の場を与えて、

児童の健全育成をはかる事業です。 

[対象年齢] 就学児（6～11 歳） 

羽幌町では、現状に引き続き「こぐま児童会」で実施します。また、放課後こども教室

との連携等に関しては、国の指針などの情報収集に努めます。 

 

量の見込み                                (単位:人) 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 30 27 25 21 18 

 １年生 15 13 9 8 7 

２年生 6 8 8 6 5 

３年生 4 2 4 3 2 

４年生 3 2 2 2 2 

５年生 1 1 1 1 1 

６年生 1 1 1 1 1 

確保の方策 34 34 34 34 34 

過不足 4 7 9 13 16 

 

 

（12）子育て世帯訪問支援事業 

家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる

家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育

児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に

防ぐことを目的とした事業です。 

 

羽幌町では、現在実施を予定していませんが、関係機関と連携を図りながら対象世帯の把
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握に努めるとともに、今後のニーズや状況を勘案しながら、必要に応じた検討を行います。 

 

 

（13）児童育成支援拠点事業 

養育環境等に問題を抱える家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所

となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習の

サポート、相談支援、食事の提供等など、さまざまな支援を行う事業です。 

 

羽幌町では、現在実施を予定していませんが、関係機関と連携を図りながら対象児童の把

握に努めるとともに、今後のニーズや状況を勘案しながら、必要に応じた検討を行います。 

 

 

（14）親子関係形成支援事業 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者とその児童に対し、講義やグル

ープワーク等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談や助言を実施す

るとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みを相談・共有し、情報の交換を

できる場を設ける等の必要な支援を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を図

る事業です。 

 

羽幌町では、現在実施を予定しておりませんが、今後のニーズや状況を勘案しながら、必要

に応じた検討を行います。 

 

 

（15）妊婦等包括相談支援事業 

妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報

発信等を行うとともに、身近な場所で相談に応じ、多様なニーズに応じた支援に繋ぐ事業です。 

 

羽幌町では、安心して出産、子育てができるよう、妊娠から出産まできめ細やかな相談、指

導を行います。 

 

量の見込み                          （単位：年間延べ人数） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 60 56 48 40 40 

確保の方策 60 56 48 40 40 

妊娠届出時、妊娠中期（19～23 週頃）、妊娠後期（30～34 週頃）、新生児訪問

時に実施します。保健師、管理栄養士、保育士が連携を図りながら実施します。

新生児訪問後も必要に応じて実施します（養育支援訪問事業等）。 
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（16）乳児等通園支援事業 

保育所等を利用していない６か月から満３歳未満の子どもが、保護者の就労にかかわら

ず月一定時間の枠のなかで、時間単位等で柔軟に保育所等に通える制度です。 

 

羽幌町では、乳児等通園支援事業が令和８年度から給付化されることから、令和８年度

から認定こども園による余裕活用型、幼稚園による一般型による事業を実施します。 

 

量の見込み                              （単位：人日） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

０歳 量の見込み 1 1 1 1 1 

確保の方策 0 1 1 1 1 

１歳 量の見込み 1 1 1 1 1 

確保の方策 0 1 1 1 1 

２歳 量の見込み 1 1 1 1 1 

確保の方策 0 3 3 3 3 

 

 

（17）産後ケア事業 

退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育て

ができる支援体制の確保を行う事業です。 

 

羽幌町では、現状に引き続き、助産師に委託し実施します。 

 

量の見込み                          （単位：年間延べ人数） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 42 40 34 28 28 

確保の方策 42 40 34 28 28 

 

 

（18）実費徴収に係る補足給付を行う事業（世帯の所得の状況等に勘案して物品購入

に要する費用等の全部又は一部を助成する事業） 

保護者の世帯所得の状況等勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき

日用品・文具等の物品購入に要する費用や行事への参加に要する費用等の全部又は一部を助

成する事業です。 

 

羽幌町では、実費徴収に係る補足給付を行っていませんが、事業の情報を今後も収集して

いきます。 
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（19）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者

の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置、又は運営を促進するための事業です。 

 

羽幌町では、新規参入を希望する事業者からの相談、助言等を行います。 
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１ 児童虐待防止対策の充実 

羽幌町においては、養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、情報の提供、相談、調査、指

導、関係機関における情報の共有を実施し、教育・保育関係施設や民生児童委員等と協力しなが

ら子ども虐待の発生予防をするほか、早期発見、早期対応に努めます。また、児童相談所の権限

や専門性を要する場合には、遅滞なく介入を求められるよう、関係機関との連携を強化し、密接

に情報を共有していくことが不可欠です。 

 

①関係機関との連携及び羽幌町における相談体制の強化 

羽幌町における子ども・子育てに関する相談体制は、福祉課をはじめ、「健康支援課」「社会教

育課」「学校管理課」の各行政機関のほか、認定こども園、幼稚園、小中学校などにおいて、子ど

もに関わる相談ができる体制になっています。これら相談体制により、子どもが安心して安定し

た家庭を含む社会生活を送ることができるよう環境整備に努めています。 

また、子ども虐待の発生予防、早期発見、早期対応等のためには、これらの相談体制をもとに

関係機関の連携並びに情報の収集及び共有により、子育て世帯への支援を行う必要があります。 

関係機関との情報共有、連携により、実際の子ども虐待事例への対応をはじめ、要保護・要支

援児への組織的な対応及び評価を確保し、関係機関へ専門性を有する職員の配置や、都道府県等

が実施する講習会等への参加等を通じた体制の強化及び資質の向上を図ります。 

さらに、一時保護などの実施が適当と判断した場合や児童相談所の専門性や権限を要する場合

には、児童相談所長などへの通知を行うほか、児童相談所に適切に援助を求めつつ、道と相互に

協力して、子ども虐待による死亡事例等の重大事例の発生を食い止める体制を強化していきます。 

 

②発生予防、早期発見、早期対応等 

子ども虐待の発生予防、早期発見、早期対応等のため、健康診査や保健指導等の母子保健活動

や地域の医療機関等との連携、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）や地域子育て

支援拠点事業を通じて、妊娠、出産及び育児期に養育支援を必要とする子どもや妊婦の家庭を早

期に把握するとともに、特に支援を必要とする場合には、養育支援訪問事業等への速やかかつ適

切な支援につなげるようにします。また、児童福祉、母子保健の各担当部局が日頃から緊密な連

携を図るとともに、医療機関とも効果的な情報の提供及び共有を行い、連携体制を強化していく

必要があります。さらに地域資源や児童委員をはじめ「地域のちから」を活用して子ども虐待の

防止に努めます。 

 

主な内容 

○羽幌町要保護児童対策地域協議会を通じた関係各機関との連携 

<次世代育成行動計画関連事業>  羽幌町要保護児童対策地域協議会の充実 

第７章 子ども・子育て支援関連施策の推進 
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２ ひとり親家庭の自立支援の推進 

ひとり親家庭の自立支援は、子育て短期支援事業、母子家庭等日常生活支援事業、保育及び放

課後児童健全育成事業の利用に際しての配慮等の各種支援策を推進するほか、母子及び父子並び

に寡婦福祉法、同法に基づく国の基本方針及びこれに即して道が策定するひとり親家庭等自立促

進計画等の定めるところにより、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策及び経済的

支援策を四本柱として総合的な自立支援を推進します。 

 

主な内容 

○児童扶養手当やひとり親家庭等医療費の助成など 

 

<次世代育成行動計画関連事業> 

児童扶養手当の支給、ひとり親家庭等医療費の助成、ひとり親家庭への援助の充実など 

３ 障害児施策の充実 

障がいの原因となる疾病及び事故の予防、早期発見並びに治療の推進を図るため、妊婦及び乳

幼児に対する健康診査の受診並びに学校における健康診査等の実施を推進することが必要です。 

また、障がい等により支援が必要な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活

できるようにする観点から、自立支援医療（育成医療）の給付のほか、年齢や障がい等に応じた

専門的な医療や療育の適切な提供が必要です。また、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の連

携により、在宅支援の充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等、一貫した総合的な取り組

みを推進するとともに、専門関係機関等による地域支援・専門的支援の強化や障害児通所支援事

業を通じた障がい等による特別な支援が必要な子どもと、その家族等に対する支援の充実が必要

です。 

さらに、自閉症、学習障害(ＬＤ)、注意欠陥多動性障害(ＡＤＨＤ)等の発達障がいを含む障がい

のある子どもには、障がいの状態に応じて、その子の可能性を最大限に伸ばし、その子が自立し

て社会参加するために必要な力を養うため、教諭や幼児保育士など子どもを支援する職員の資質

向上を図りつつ、一人ひとりの希望に応じた適切な教育上の支援等を行う必要があります。 

 

そのためには、乳幼児期を含め早期に適切な相談が受けられるよう保護者に十分な情報を提供

していく必要があります。幼稚園、認定こども園、小中学校等においては、保護者を含めた関係

者が教育上必要な支援等について共通理解を深めることで、保護者の障がい受容及びその後の円

滑な支援につなげていくことが重要です。併せて、本人と保護者、行政、教育委員会、学校等が、

教育上必要な支援等について適切な連携、相談体制により合意形成を図ることが求められます。 

特に発達障がいについては、社会的な理解が十分になされていないことから、適切な情報の周

知が必要であり、さらに家族が適切に子育てを行えるよう家族支援を行うなど、留萌中部地域子

ども発達支援センターや放課後等デイサービス事業所、相談支援事業所を含めた関係機関と連携

を密にして、支援体制整備を行うことが必要です。 
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特定教育・保育施設、特定地域型保育事業を行う者、放課後児童健全育成事業を行う者等は、

障がい児等特別な支援が必要な子どもの受け入れを推進するとともに、受け入れに当たっては、

各関係機関との連携を図ることが必要です。また、学校等からの障がい児の利用施設への移動に

ついては、子どもの障がいの程度や家庭環境を踏まえ、小学校と施設間の移送サービスの活用な

ど、子どもが安全に移動できるよう配慮が必要です。 

 

主な内容 

○留萌中部地域子ども発達支援センターの運営 

○障がい児保育に係る保育士加配への補助 

〇就学障害児移送支援事業の実施 

<次世代育成行動計画関連事業> 

就学前保育・教育（障がい児保育）、相談体制、早期療育体制の確立、教育相談体系化事業の確立、 

障害児への補装具・日常生活用具に係る費用助成、障害児通所支援事業所及び相談支援事業所の整

備・連携強化、保育士等の資質向上、障害児福祉手当の支給 など 

 

４ 仕事と生活の調和の実現に向けた取り組みの推進 

仕事と家庭を両立することができ、各々のライフスタイルに応じた多様な働き方ができる社会

は、生活に潤いと豊かさをもたらすと考えられます。仕事と生活の調和、いわゆるワーク・ライ

フ・バランスの実現のため、職場での働き方や家庭での役割分担を選択できる環境の整備や、意

識の醸成に継続的に取り組む必要があります。また、企業等民間団体に対しても、こうした取り

組みの共通理解の促進や労働環境の整備に向けた啓発を実施していく必要があると考えます。 

 

（１）働きやすい職場環境の整備 

教育・保育の施設給付や地域子ども・子育て支援事業の充実等を通じて、住民一人ひとりがワ

ーク・ライフ・バランスを実感できる環境づくりを進めます。 

 

（２）育児休業等制度の周知 

企業等民間団体への制度の周知や行政機関においても育児休業等を取得しやすい職場環境の醸

成に努めます。 

 

（３）ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発 

誰もが働きやすい労働環境の改善に向けた各種啓発、情報提供に努めます。あわせて、子育て

期間中を含めた男女双方の働き方の見直しを地道に問題提起していきます。 

 

<次世代育成行動計画関連事業> 

育児休暇制度等の導入促進、職場における保育環境の整備促進、事業主行動計画の策定推進 など 
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１ 関係機関等との連携 

羽幌町では、子ども・子育て支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、全町をあげて子ど

も・子育て支援に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民（市民団体を含む）＞ 

役 割 

○子どもを見守る地域作り 

○地域全体で取り組む子育て 

○労働環境の整備（事業所など） 

○ 

○ 

 

＜地  域＞ 

 

＜事業者（団体を含む）＞ 

役 割 

○教育・保育の質の向上 

○預かり体制の充実 

○安心・安全の確保 

 

＜教育・保育施設事業者等＞ 

 

＜子ども及びその保護者＞ 

 

 

羽幌町子ども・子育て支援事業計画 推進体制図 

 

 

役 割 

○教育・保育施設の充実 

○子育て支援の充実 

○子育てサービスの推進 

 

＜行  政＞ 

 

連 携 連 携 

連 携 

支援 

支 援 

支援 

第 8 章 計画の推進体制 

就学前子育て支援審議会 

 

○取り組み内容の評価 

○取り組み内容への意見提出 

 

報 
 
告 

助
言
等 
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２ 役割 

子ども・子育て支援事業計画を実現するためには、父母その他の保護者が子育てについて責任

を有していることを踏まえたうえで、社会のあらゆる分野の人々が、すべての子どもが健やかに

成長できる社会を目指すという社会全体の目的を持つことが大切です。また、子どもの育ち及び

子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深め、それぞれの役割を果たすことが重要で

す。 

 

①本町の役割 

○子ども・子育て支援に関する情報を収集し、施策を検討し、総合的かつ計画的に実施し

ます。 

○住民、事業者及び教育・保育施設等が自主的かつ主体的に子ども・子育て支援に関する

活動を推進することができるよう必要な支援を行います。 

○施策の策定及び実施にあたって、町民、関係機関等と相互に連携し、協働して取り組み

ます。 

②保護者の役割 

○子どもの行動及び人格形成について最も大きな責任を有することを自覚し、愛情を持っ

て、子どもに接するとともに、家族のきずな及び触れ合いを大切にしながら、子どもの

心身のよりどころとなる家庭づくりに努めます。 

○子育てを通じて自ら学び、人として成長するとともに、子どもが基本的な生活習慣、社

会のきまりを守る意識等の定着など、将来社会の一員として生きる力を身に付けること

ができるように努めます。 

○地域社会の一員として、子どもとともに、伝統行事、ボランティア活動等の様々な地域

活動に取り組み、地域との関わりを大切にするよう努めます。 

③学校・幼稚園・認定こども園の役割 

○就学児童の健やかな成長と生きる力を養う教育・体験の場が学校であるということを認

識し、小学校は、幼稚園・保育所との連携を図りながら、実際の学校の姿や教育活動の

目指す方向などについて積極的に情報を提供していくことに努めます。 

○地域や家庭と連携しながら子どもの成長を支援していきます。 

○幼稚園・認定こども園などでの活動の中で大きな比重を占める遊びや体験活動は、小学

校教育においても効果的に取り入れられていくべきであり、その一層の工夫改善が期待

されます。 

○幼稚園・認定こども園などでは、卒園が近い時期に、小学校への入学を念頭に、皆と一

緒に教員や保育者の話を聞いたり、行動したりすることができるように指導することも

必要です。こうした教育内容・方法についての連携を進めていくためには、教員や保育

者相互の交流や共同の研修の機会を増やし、相互の理解を深め、具体的な改善の方途を

共に考えていきます。 
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④地域の役割 

○子どもの豊かな人間性が地域の人、自然、社会及び文化との関わりの中で育まれること

を認識し、子育ての意義及び子ども・子育て支援の重要性について関心と理解を深める

とともに、地域における子育て支援に関する活動に積極的に参加するように努めます。 

○暴力、犯罪、事故等から子どもを守るため、常に子どもとその周囲の環境に配慮し、安

全で安心な地域づくりに努めます。 

 

３ 計画の達成状況の点検・評価 

個別事業の進捗状況（アウトプット）及び計画全体の成果（アウトカム）について点検・

評価し、結果に基づく公表及び施策の改善等につなげていきます。計画に基づく施策を総合

的・計画的に推進し、実効性を確保するため、計画目標をもとに毎年の進捗状況を庁内で点

検するとともに、就学前子育て支援審議会で協議しながら、事業の見直しを含め、計画の着

実な推進を図ります。 

 

 

 

①計画の立案 

②計画の実施 
⑥次期計画の立案 

④評価結果公表 
（ホームページ等） 

 

⑤計画の見直し 

③アウトプット・アウト

カムによる点検・評価 

 

子の保護者などの 

住民意見 等 
 

 

 

○子ども・子育て支援事業計画は、就学前子育て支援審議会等を活用し、点検・評価・公表を

行います。（国の基本指針より・自治体での方針を明記） 

○ホームページなどを活用し、本計画に基づく取り組みや事業の進捗状況を広く公表していく

ことで、住民への浸透を図ります。また、あらゆる機会で住民意見を把握し、利用者目線を

活かした施策・事業の推進を図ります。 
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資料１ 計画策定の経緯 

 

資料２ 計画策定組織について 

 

資料３ 用語解説 
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資料１ 計画策定の経緯 

 

月  日 主な検討事項等 

令和 5 年 1 月 29 日 
～2 月 29 日 

就学前児童世帯、小学生世帯保護者へのアンケート調査実施 

令和 7 年 2 月 17 日 
○ 第１回羽幌町就学前子育て支援審議会 
・羽幌町子ども・子育て支援事業計画【第 3 期】（素案）の審議 

令和 7 年 3 月  日 
○ 第２回羽幌町就学前子育て支援審議会 
・羽幌町子ども・子育て支援事業計画【第 3 期】（案）の審議 

 

資料 2 計画策定組織について 

 

□ 羽幌町就学前子育て支援審議会 委員一覧（令和６年度） 

職  名 氏  名 所属団体等名 

会  長 鈴 木 真 一 羽幌町社会教育委員 副委員長 

職務代理 小 山 由美子 社会福祉法人 羽幌町社会福祉協議会 副会長 

委  員 西 田 武 文 学校法人旭川カトリック学園 羽幌藤幼稚園 施設代表 

 

斉 藤 昂 亮 学校法人旭川カトリック学園 羽幌藤幼稚園 保護者代表 

坂 本   愛 学校法人泉学園 認定こども園まき 施設代表 

本 間 美千加 学校法人泉学園 認定こども園まき 保護者代表 

柿 崎 麻依子 留萌中部地域子ども発達支援センター 施設代表 

葛 西 優 香 羽幌町留守家庭児童会運営協議会 理事 

工 藤   智 羽幌町立羽幌小学校 校長 

奥 山 圭 子 羽幌町学校運営協議会 会長 

近 藤 麻 子 羽幌町民生委員協議会 主任児童委員 

 

□ 羽幌町就学前子育て支援審議会 事務局一覧（令和６年度） 

職  名 氏  名 備  考 

福祉課長 高 橋   伸   

福祉課 子ども係長 村 上   達   

福祉課 子ども係主事 香 川 若 葉  
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資料３ 用語解説 

子ども・子育て支援事業計画で用いられている用語を紹介しています。 

No 用  語 意   味 

1 子ども・子育て関連３

法 

①「子ども・子育て支援法」（以下、法という。） 

②「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律」（認定こども園法の一部改正） 

③「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関連法律の整備等に関する法律」（関係法律の整備法：

児童福祉法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律ほかの一

部改正） 

2 市町村子ども･子育て 

支援事業計画 

国が定める基本指針に則して、5 年間の計画期間における幼児期の

学校教育・保育・地域の子育て支援についての需給計画をいい、新

制度の実施主体として、特別区を含めた全市町村が作成する計画。

（法第 61 条） 

3 市町村等が設置する 

｢子ども･子育て会議｣ 

子ども・子育て支援法第 72 条第１項で規定する市町村が条例で設

置する「審議会その他合議制の機関」。市町村の諮問に応じて答申

する合議制の諮問機関（地方自治法第 138 条の４第３項で定める市

町村長の付属機関）。 

羽幌町では「羽幌町就学前子育て支援審議会」を設置。 

4 幼保連携型 

認定こども園 

保育園と幼稚園の機能を兼ね備えた施設で、０歳から小学校就学前

までの子どもを対象に教育・保育を提供する施設。 

5 子ども・子育て支援 すべての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保

されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支

援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援（法

第 7 条） 

6 教育・保育施設 「認定こども園法」第２条第６項に規定する認定こども園、学校教

育法第１条に規定する幼稚園及び児童福祉法第 39 条第１項に規定

する保育所をいう。（法第 7 条） 

7 施設型給付 認定こども園・幼稚園・保育所（教育・保育施設）を通じた共通の

給付。（法第 11 条） 

8 特定教育・保育施設 市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する「教育・

保育施設」を言います。施設型給付費を受けず、私学助成を受ける

私立幼稚園は含まれません。（法第 27 条） 

9 地域型保育事業 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う

事業。（法第 7 条第 5 項） 

10 地域型保育給付 小規模保育や家庭的保育等（地域型保育事業）への給付。(法第 11

条） 

11 特定地域型保育事業 市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確

認する事業者が行う「地域型保育事業」を言う。（法第 29、43 条） 

12 小規模保育 主に満 3 歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が 6 人以上 19

人以下で保育を行う事業。（法第 7 条第７項） 

13 家庭的保育 主に満 3 歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が 5 人以下で、

家庭的保育者の居宅またはその他の場所で、家庭的保育者による保

育を行う事業。（法第 7 条第６項） 

14 居宅訪問型保育 主に満 3 歳未満の乳児・幼児を対象とし、当該保育を必要とする乳

児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業。（法

第 7 条第８項） 

15 事業所内保育 主に満 3 歳未満の乳児・幼児を対象とし、事業所内の施設において、

事業所の従業員の子どものほか、地域の保育を必要とする子どもの

保育を行う事業。（法第 7 条第９項） 
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No 用  語 意   味 
16 保育の必要性の認定 保護者の申請を受けた市町村が、国の策定する客観的基準に基づ

き、保育の必要性を認定した上で給付を支給する仕組み。(法第 19

条) 

【参考】認定区分 

・１号認定子ども：満 3 歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし） 

の就学前子ども（法第 19 条第１号） 

・２号認定子ども：満 3 歳以上の保育の必要性の認定を受けた（保

育の必要性あり）就学前子ども（法第 19 条第２号） 

・３号認定子ども：満 3 歳未満の保育の必要性の認定を受けた（保

育の必要性あり）就学前子ども（法第 19 条第３号） 

17 「確認」制度 給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施設及び

地域型保育事業に対して、その申請に基づき、各施設・事業の類型

に従い、市町村事業計画に照らし、１号認定子ども、２号認定子ど

も、３号認定子どもごとの利用定員を定めた上で給付の対象となる

ことを確認する制度。（法第 31 条） 

※ 認可については、教育・保育施設は都道府県、地域型保育事業は

市町村が行う。 

18 地域子ども・子育て 

支援事業 

地域子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業、延

長保育事業、病児・病後児保育事業、放課後児童クラブ等の事業。

（法第 59 条） 

19 量の見込み 「教育・保育」及び「地域子ども・子育て支援事業」の「ニーズ量

の見込み」を推計すること。 

20 教育・保育 6 歳未満の乳幼児への就学前の早期教育､または養護し教育するこ

とをいう。 

21 保育 乳幼児を適切な環境のもとで健康・安全で安定感をもって活動でき

るように養護するとともに、その心身を健全に発達するように教育

することをいう。 

基本的に、乳幼児（つまり乳児および幼児）を養護し教育すること

であり、養護と教育が一体となった概念を指している。 

22 乳幼児 乳児と幼児を合わせた呼び名。乳児は児童福祉法では、生後 0 日か

ら満 1 歳未満までの子をいい、幼児は、満 1 歳から小学校就学まで

の子どものことをいう。 

23 幼稚園 ３～６歳までの幼児を対象とした学校の一種。 

24 保育所 ０（産後 57 日目）～18 歳までの児童を対象とした託児所。 

（０～６歳までが多い） 

※労働基準法による産後休暇：産後 8 週間＝56 日 

 

保育所における保育の内容については、厚生労働省の定める保育所

保育指針に規定されている。これは、文部科学省が定める幼稚園教

育要領と内容の整合性が図られており、就学前教育として保育園と

幼稚園は同じ目標を持つ。 

25 放課後子ども教室 地域の大人の協力を得て、学校や空きスペースを活用し、子どもた

ちの居場所を確保し、放課後や週末等における勉強やスポーツ・文

化活動体験や地域住民との交流活動等を支援するもの。 
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